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消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
９
月
出
張
相
談
日

出張相談日
（時間：午後 1 時 30 分～３時 30 分）

９月相談日 場所

 ８日（木） 三原志知公民館

14 日（水） 神代地区公民館

26 日（月） 榎列公民館

27 日（火） 市地区公民館

29 日（木） 八木地区公民館

　

南
あ
わ
じ
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
で
は
、
各
市
民
交
流
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
、
相
談
員
に
よ

る
出
張
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
９
月
の
日
程
は
下
記
の
と

お
り
で
す
。

　

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
等
疑
問
に

感
じ
て
い
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
43
・
５
０
９
９

　 　

近
年
は
高
齢
者
の
消
費
者
被
害

が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

一
度
被
害
に
あ
っ
た
高
齢
者
が

再
び
狙
わ
れ
る
「
二
次
被
害
」
も

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

消
費
者
自
ら
が
学
び
、未
然
防

止
と
拡
大
防
止
に
努
め
、安
心
し

て
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
し
て
高

齢
者
消
費
者
被
害
防
止
事
業
を
次

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

日
時　

９
月
17
日
（
土
）

　

午
後
２
時
～
午
後
４
時　

 

場
所　

中
央
公
民
館 

大
ホ
ー
ル

【
第
１
部
】
消
費
者
啓
発
標
語
表

彰
式

【
第
２
部
】
消
費
者
力
ア
ッ
プ
リ

レ
ー
セ
ミ
ナ
ー
（
参
加
無
料
）

テ
ー
マ
「
高
齢
者
の
消
費
者
被

害
防
止
に
む
け
て
」

講
師　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
Ｃ
・
キ
ッ
ズ
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
事
長 

大
森

節
子
氏　

参
加
方
法　

セ
ミ
ナ
ー
は
９

月
12
日
（
月
）
ま
で
に
淡
路

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
26
・

３
３
６
０
へ
電
話
等
で
申
込
下

さ
い
。（
下
記
の
同
セ
ミ
ナ
ー

参
加
者
募
集
を
参
照
下
さ
い
）

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
43
・
５
０
９
９

高
齢
者
の
消
費
者
被
害
防
止
事
業

　
◆
期
間 
９
月
21
日
（
水
）　

～
30
日
（
金
）

◆
運
動
の
基
本  

　

子
ど
も
と
高
齢
者
の

　
　
　
　
　
交
通
事
故
防
止

◆
運
動
の
重
点

❶
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・
自

転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

❷
後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座

席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着

用
の
徹
底

❸
飲
酒
運
転
の
根
絶

❹
早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
の
推
進

問
危
機
管
理
課

　

☎
43
・
５
２
０
３

秋
の
全
国
交
通
安
全
運
動
の
実
施

　
敬
老
祝
金
を
お
贈
り
し
ま
す（
口
座
振
込
）

※
昭
和
10
年
９
月
17
日
～
昭
和
11

年
９
月
16
日
生
ま
れ
の
人
に

は
、
口
座
振
込
申
込
書
を
７
月

下
旬
に
郵
送
し
て
い
ま
す

　

口
座
振
込
申
込
書
の
提
出
が

ま
だ
の
人
は
、必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

問
長
寿
福
祉
課
☎
43
・
５
２
１
７

対
象
者　

９
月
15
日
現
在
で
市

内
に
住
所
を
有
す
る
満
80
歳

以
上
（
昭
和
11
年
９
月
16
日

以
前
の
生
ま
れ
）
の
人

支
給
額　

３
０
０
０
円

支
給
方
法　

口
座
振
込

支
給
予
定
日 

９
月
16
日
（
金
）

※
以
前
に
申
請
し
た
口
座
に
振
り

込
み
し
ま
す

　

障
害
年
金
と
は　

　

障
害
年
金
は
、
病
気
や
け
が
に

よ
っ
て
生
活
や
仕
事
な
ど
が
制
限
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
に
、
現
役

世
代
の
人
も
含
め
て
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
年
金
で
す
。

　

障
害
年
金
に
は「
障
害
基
礎
年
金
」

と
「
障
害
厚
生
年
金
」
が
あ
り
、
病

気
や
け
が
で
初
め
て
医
師
ま
た
は

歯
科
医
師
の
診
療
を
受
け
た
と
き

に
「
国
民
年
金
」
に
加
入
し
て
い
た

場
合
は
「
障
害
基
礎
年
金
」、
厚
生

年
金
に
加
入
し
て
い
た
場
合
は
「
障

害
厚
生
年
金
」
が
請
求
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
障
害
厚
生
年
金
に
該
当
す

る
状
態
よ
り
も
軽
い
障
害
が
残
っ

た
と
き
は「
障
害
手
当
金
（
一
時
金
）」

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
年
金
を
受
け
取
る
に

は
、
年
金
の
納
付
状
況
な
ど
の
条
件

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
要
件
】

❶
障
害
の
原
因
と
な
っ
た
病
気
や

け
が
で
初
め
て
医
師
等
の
診

療
を
受
け
た
日
（
初
診
日
）
が

次
の
⑴
か
⑵
の
い
ず
れ
か
の

間
に
あ
る
こ
と
。

⑴
国
民
年
金
加
入
期
間

⑵
20
歳
前
ま
た
は
日
本
国
内
に
住

ん
で
い
る
60
歳
以
上
65
歳
未

満
の
人
で
、
年
金
制
度
に
加
入

し
て
い
な
い
期
間

※
老
齢
基
礎
年
金
を
繰
り
上
げ
て

受
給
し
て
い
る
人
を
除
き
ま
す

❷
障
害
の
状
態
が
、
障
害
認
定
日

（
初
診
日
か
ら
1
年
６
か
月
を

経
過
し
た
日
、
ま
た
は
そ
の
期

間
内
に
症
状
が
固
定
し
た
日
）

ま
た
は
20
歳
に
達
し
た
時
に
、

障
害
等
級
表
の
１
級
ま
た
は

２
級
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

❸
保
険
料
の
納
付
要
件
を
満
た
し

て
い
る
こ
と
。

※
20
歳
前
の
年
金
制
度
に
加
入
し

て
い
な
い
期
間
に
初
診
日
が

あ
る
場
合
は
、
納
付
要
件
は
不

要
で
す

◆「
障
害
基
礎
年
金
」に
つ
い
て
は
、

市
民
課
☎
43
・
５
２
１
２
ま
で
、「
障

害
厚
生
年
金
」
と
「
障
害
手
当
金
」

に
つ
い
て
は
、
明
石
年
金
事
務
所

☎
０
７
８
・
９
１
２
・
４
９
８
３
ま

で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

年
金
相
談 

10
月
７
日
（
金
）

時
間 

午
前
11
時
～
午
後
３
時

会
場 

市
役
所
第
２
別
館
２
階

第
５
会
議
室
（
要
予
約
・
先
着
24
人
）

問
市
民
課
☎
43
・
５
２
１
２

　

◆全国一斉「高齢者・障害者の人権あんしん相談」強化週間
高齢者や障害者をめぐる様々な人権問題について、相談時間を延長して電話相談をお受けします。

【相談担当者】人権擁護委員、法務局職員

日時  ❶９月　５日（月）～  ９日（金）午前８時 30 分～午後７時
       ❷９月 10 日（土）  ・ 11 日（日）午前 10 時～午後５時
電話番号 ０５７０－００３－１１０（全国共通ナビダイヤル）
　　　※最寄りの法務局へつながります　※相談は無料で、秘密は厳守します
問神戸地方法務局人権擁護課企画係☎０７８－３９２－１８２１（内線 345）

　

旧
軍
人
等
恩
給
説
明・相
談
会
の
開
催

　

県
で
は
、旧
軍
人
等
を
対
象
に
各

種
恩
給
制
度
の
説
明
お
よ
び
個
別

相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

※
な
お
、
今
回
の
説
明
・
相
談
会
は
、

恩
給
制
度
の
変
更
に
伴
う
も
の

で
な
い
た
め
、
現
在
受
給
中
の

人
の
再
度
の
申
請
手
続
き
は

不
要
で
す

日
時　

９
月
６
日
（
火
）

　

午
後
２
時
～
４
時

場
所　

兵
庫
県
民
会
館

対
象
者　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
思
わ
れ
る
人
。

❶
旧
軍
人
で
、
実
際
に
軍
人
と
し

て
の
在
職
期
間
が
３
年
以
上
の

人
ま
た
は
そ
の
遺
族

❷
軍
人
期
間
中
に
公
務
ま
た
は
勤
務

関
連
な
ど
に
よ
り
傷
病
を
受
け
、

現
在
も
こ
れ
ら
傷
病
に
よ
る
後
遺

症
の
あ
る
人

❸
実
在
職
年
が
は
っ
き
り
し
な
い

が
軍
人
期
間
の
あ
る
人
ま
た
は

そ
の
遺
族

問
兵
庫
県
生
活
支
援
課
恩
給
援
護

　

班
☎
０
７
８
・
３
６
２
・
３
２
０
４

　

骨
髄
ド
ナ
ー
登
録
会
を
開
催
し
ま
す
！

問
洲
本
健
康
福
祉
事
務
所　

　

食
品
薬
務
衛
生
課

　

☎
26
・
２
０
６
８

日
時 

９
月
５
日
（
月
）

　
　
　

 

午
前
10
時
～
正
午

　
　
　

  

午
後
１
時
15
分
～
４
時

場
所 

市
役
所
本
館
１
階
ロ
ビ
ー

　

消
費
者
力
ア
ッ
プ
リ
レ
ー
セ
ミ
ナ
ー
の

～
３
時
30
分

受
講
対
象
者　

県
内
に
在
住
・

在
勤
・
在
学
の
人

募
集
定
員　

40
人　
（
先
着
順
）

申
込
方
法　

所
定
の
申
込
書
を

兵
庫
県
淡
路
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
持
参
ま
た

は
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
提
出
。

　

消
費
者
問
題
へ
の
関
心
を
高
め
る

た
め
「
高
齢
者
の
消
費
者
被
害
防

止
」な
ど
を
テ
ー
マ
に
計
６
回
開
催
。

日
時
・
場
所　

◆
９
月
17
日
（
土
）

　

南
あ
わ
じ
市 

中
央
公
民
館

◆
10
月
17
日
（
月
）

　

南
あ
わ
じ
市
役
所 

第
２
別
館

◆
11
月
18
日
（
金
）、
12
月
9
日
（
金
）

　

洲
本
総
合
庁
舎

◆
翌
年
1
月
30
日
（
月
）、
２
月

　

20
日
（
月
）
淡
路
市
役
所

各
時
間　

概
ね
午
後
1
時
30
分

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
！【
参
加
費
無
料
】

E メール　aw_shohi ＠ pref.hyogo.lg.jp 

申
込
先
・
問
合
せ
先　

   

問
兵
庫
県
淡
路
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
26
・
３
３
６
０

　
F

 

26
・
３
０
９
０

　 問ふるさと創生課☎ 43‐5205

空き家バンクに

 市内にある空き家の有効活用を通じて、地域の機

能維持及び移住、定住を応援しています。空き家

の所有者の皆さま、賃貸・売買などの有効利用をご

検討の場合は、ご相談ください。 

登録してみませんか？

　
◆警察の相談ダイヤルは♯９１１０

緊急でない相談は、１１０番ではなく、
♯９１１０番 をご使用ください。

兵庫県警察・南あわじ警察 ☎４２‐０１１０

「♯９１１０」は、犯罪などによる被害の未然防止
に関する相談、その他県民の安全と平穏についての
相談など、緊急でない警察への相談などに対するた
めの警察相談専用電話です。


